
 

 

 

 

岐
阜
県
の
高
山
市
で
は
、
住
宅
自
治
会
の
人
た
ち
を
地
域
の
連

合
町
内
会
が
全
面
的
に
支
持
し
、
政
府
、
「
機
構
」
、
国
会
議
員
、

県
、
市
議
会
へ
向
け
た
大
規
模
な
署
名
運
動
を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
三
重
県
四
日
市
市
や
長
野
県
で
は
、
住
宅
の
人
た
ち
と
日

本
共
産
党
の
懇
談
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

そ
れ
ら
の
場
で
は
ど
こ
で
も
、
地
域
を
こ
え
た
連
携
が
話
し
合

わ
れ
、
共
同
の
政
府
要
請
行
動
も
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

 
 

 

弁護士団体も支援 
自由法曹団という民主主義と人

権を守る弁護士の会はすでに、雇用

促進住宅からの追い出しに抗議し、

住民支援を決めています。 

「入居したまま地方自治体に売る」と言ってき

たのに、交渉が難航すると、大半は更地化して

民間に売るやり方へ大転換。人気のない土地と

セットの「バルクセール」（まとめ売り）もや

るという叩き売り方針になっています。 
3年半前には、「居住者保護のため、入居した

まま、民間でなく地方自治体などに売るのが基

本」と言っていた言葉は、あっさり投げ捨てら

れています。 

 国が売却に困ってつぎつぎに方針を変える

ことで、民間企業は「待てば海路の日和あり」

と、値下がり・好条件を手にすることができ

る仕組みが作られています。 
 雇用促進住宅はこれまで、入居者の家賃で

黒字経営を維持し、他に迷惑をかけていませ

ん。国民の生存権を犠牲に、貴重な国民の資

産を投げ売りしたうえ、大企業に大盤振る舞

いするやり方は、絶対に許せません。 

「
雇
用
促
進
住
宅
」
は
国

の
「
五
カ
計
画
」
に
位
置

づ
け
ら
れ
、
住
宅
政
策
の

柱
と
し
て
推
進
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
は
「
機
構
」

の
「
検
討
会
」
自
身
が
、「
雇

用
政
策
と
住
宅
政
策
の
二

つ
の
役
割
を
持
ち
な
が

ら
、
量
的
に
拡
大
し
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
」
と
認

め
て
い
る
の
で
す
。 

 

国
と
「
機
構
」
は
、
売

却
業
務
を
民
間
に
委
託
す

る
と
し
て
い
ま
す
。「
入
居

者
に
は
会
わ
せ
な
い
」
と

言
い
ま
す
が
、
入
居
し
た

ま
ま
売
ら
れ
て
し
ま
え

ば
、
あ
と
の
追
い
出
し
は

民
間
業
者
の
し
放
題
。
バ

ブ
ル
時
代
の
地
上
げ
屋
の

よ
う
な
入
居
者
へ
の
圧
力

も
心
配
さ
れ
ま
す
。 



 

全
国
で
「
退
去
の
ご
案
内
」
な
ど
の
文
書
が
各
戸
に
届

い
て
い
ま
す
。
14
万
余
戸
の
雇
用
促
進
住
宅
を
全
廃

し
、
約
35
万
人
の
大
半
を
住
ん
で
い
る
家
か
ら
追
い

出
す
と
い
う
大
問
題
。
平
成
15
年
11
月
以
後
の
定
期

契
約
者
は
説
明
も
な
い
ま
ま
、
早
け
れ
ば
今
年
中
に
退

去
を
迫
ら
れ
、
ま
さ
に
風
雲
急
を
告
げ
る
事
態
で
す
。

 

家
主
の
横
暴
を
規
制
、

入
居
者
を
保
護 

借
地
借
家
法 

第
二
十
八
条
で
、
家
主

側
か
ら
の
立
ち
退
き
請
求

は
、 

・
賃
貸
人
、
賃
借
人
が
そ

れ
ぞ
れ
建
物
の
使
用
を

必
要
と
す
る
事
情 

・
賃
貸
借
に
関
す
る
経
過 

・
建
物
の
利
用
状
況
や
現

況 

・
明
け
渡
し
に
対
す
る
補

償
条
件 

を
考
慮
し
、
「
正
当
な
事

由
」
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。 

2008౫7ሰ ۥঋ  日本共産党国会議員ࡐኇᘬɞɵɋȷؘ̗ཀ 名ୖے市˛ٚᄽዿ3-12-27 ⯍話 052⾷264⾸0833 E-Mail tokaiblc@ybb.ne.jp 
 ΤƼቆໞᆒ⾷⒄⭐議員⾸http://www.sasaki-kensho.jp  Ǫこȕǜ⾷ә⒄⭐議⾸http://www.seko-yukiko.gr.jp/ ӷᨀȁȜ⾷әڹ⭐議員⾸http://www.jcp-aichi.jp/hiroko/ 
 

 

日
本
共
産
党
の
佐
々
木
憲
昭
衆
議
院
議
員
は
さ

る
７
月
８
日
、
国
会
内
の
事
務
所
に
厚
生
労
働
省

と
「
機
構
」
の
担
当
者
を
呼
び
、
住
宅
廃
止
・
売

却
の
方
針
と
現
状
を
た
だ
し
ま
し
た
。 

こ
の
中
で
も
、
住
民
追
い
出
し
の
不
当
性
や
無

理
無
体
ぶ
り
が
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
、
佐
々
木

議
員
は
「
こ
ん
な
た
い
へ
ん
な
問
題
を
、
こ
ん
な

短
期
間
に
ご
り
押
し
す
る
の
は
、
ぜ
っ
た
い
に
ダ

メ
だ
」
と
、
き
び
し
く
指
摘
し
ま
し
た
。 

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
担
当
者
は
、
入

居
者
に
退
去
を
求
め
る
理
由
を
ま
だ
決
め
て

い
な
い
と
正
直
に
の
べ
て
い
ま
す
。
じ
っ
さ

い
、
ま
と
も
に
通
用
す
る
理
由
は
見
つ
か
る

は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

第
１
に
、
大
規
模
な
住
居
取
り
上
げ
は
、

国
民
の
生
存
権
の
乱
暴
な
否
定
で
す
。 

第
２
に
、
借
地
借
家
法
に
照
ら
し
て
正
当

な
理
由
が
あ
り
ま
せ
ん
。（
下
の
記
事
参
照
）

第
３
に
、「
住
民
保
護
」
を
投
げ
捨
て
、「
住

居
取
り
上
げ
・
退
去
」
方
針
は
、
国
と
「
機

構
」
が
国
会
で
の
答
弁
に
も
反
し
勝
手
に
行

っ
た
こ
と
。
国
民
の
意
思
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
４
に
、
国
・「
機
構
」
が
急
げ
ば
急
ぐ
ほ

ど
、
裁
判
等
で
長
期
化
は
必
死
。
経
費
が
増

え
る
一
方
、
退
去
者
が
で
る
ご
と
に
収
入
が

減
っ
て
赤
字
が
累
積
。「
ム
ダ
の
解
消
」
と
い

う
大
義
名
分
と
根
本
的
に
矛
盾
し
ま
す
。 

そ
も
そ
も
、
雇
用
促
進
住
宅
の
全
廃
は
、

国
の
住
宅
供
給
の
責
務
に
反
し
て
い
ま
す
。 


